
 

 

〇姫路ラ イ フ ・ スマー ト 都市推進コ ン ソーシアム規約

第 １ 章  総則 

（ 名称 ）  

第 １ 条  本コ ン ソーシアムは 、 姫路ラ イ フ ・ スマー ト 都市推進コ ン ソーシアム （ 以下

「 本会 」 と い う 。） と 称する 。  

第 ２ 章  目的及び活動 

（ 活動目的等 ）  

第 ２ 条  本会は 、 姫路市において官民が連携し 、 効果的に姫路版スマー ト シテ ィ 事業

を推進する こ と で 、 第 ２ 期姫路市官民データ活用推進計画に定める目指すべき姿

「 市民一人ひ と り が暮ら し に満足し 、 自分ら し い生活を送る こ と がで き る姫路～姫

路版スマー ト 都市の実現～ 」 の実現に寄与する こ と を目的 と する 。  

２  姫路版スマー ト シテ ィ 事業 （ 以下 「 本事業 」 と い う 。） と は 、 マ イナンバーカー

ド と デジ タル技術の活用によ り 、 姫路市民が様々な ラ イ フシーンで暮ら し の豊か さ

を実感で き る 「 姫路ラ イ フ ・ スマー ト 都市 」 を実現する事業であ り 、 以下の内容を

含む 。  

⑴  デジ タル活用によ る 、 妊娠期か ら子育て期にわた る切れ目のない支援 

⑵  その他 、 本会又は姫路市において構想する内容 

 

（ 活動内容 ）  

第 ３ 条  本会は 、 前条の目的を達成する ため 、 次の各号に掲げる活動を行 う 。  

⑴  デジ タルサービ ス実装 ・ 運営管理 

ア  本事業に係るデジ タルサービ ス （ 以下こ の条において 「 サービ ス 」 と い

う 。） の実装及び姫路市民への提供 

イ  サービ ス及びデータ連携基盤の運用保守及び課題管理 



 

 

ウ  サービ ス及びデータ連携基盤において取 り 扱 う データに係る セキ ュ リ テ ィ の

観点での統制 

エ  市民に と っての使いやすさ を考慮し た 、 サービ スのUI/UXの継続的な改善 

オ  統括 PMO 、 PDCA サ イ クルの実施等によ るサービ スの評価 

カ  Well-being 指標によ る現状及び成果の測定 

キ  サービ スの利用促進及び普及促進に向けた広報活動 

⑵  セキ ュ リ テ ィ 対策 

ア  セキ ュ リ テ ィ ポ リ シーの制定 

イ  自己評価及び PDCA サ イ クル等に基づ く セキ ュ リ テ ィ ポ リ シーの改善 

ウ  プ ラ イバシーポ リ シーの制定及びプ ラ イバシー影響評価 (PIA) の実施 

エ  セキ ュ リ テ ィ イ ンシデン ト 対応のための CSIRT 等の組織の設置 

オ  CSIRT 等におけ る 、 事案に即応する ための定期的な訓練 

⑶  その他 

ア  本事業及び本会の将来構想に係る検討 

イ  データ連携基盤を活用し たデータ分析 ・ 利活用に関する研究 

ウ  その他本会の目的を達成する ために必要な活動 

第 ３ 章  会員等 

（ 会員 ）  

第 ４条  本会は次に掲げる会員によ って構成される もの と する 。  

⑴  代表会員  姫路市 

⑵  正会員  姫路市 と 本事業のデジ タルサービ スの構築等に係る契約を締結し た者 

⑶  特別会員  本事業に係る支援を実施する者 

 

（入会 ）  

第 ５条  特別会員と し て入会し よ う と する者は 、 事務局において別に定める と ころに

よ り入会の申込みを行い 、 会長の承認を得て特別会員にな る こ と がで き る 。  



 

 

２  本事業のデジ タルサービ スの構築等に係る契約を締結し た者は 、当該契約を締結

し た時点で本会の正会員た る資格を取得し たもの とみなす 。  

 

（退会 ）  

第 ６条  特別会員は 、 １ か月前までに事務局において別に定める様式によ り 本会に対

し退会の申し出を行い 、 会長の承認を得て 、退会する こ と がで き る 。  

２  正会員は 、 次条によ る除名又は会員資格の喪失によ る ものを除き 、 本会を退会す

る こ と がで き ないもの と する 。  

 

（ 会員資格の喪失及び除名 ）  

第 ７条  正会員は 、 本事業のデジ タルサービ スの構築等に係る契約が終了し た時点で 、

本会の正会員た る資格を喪失し たもの と 推定する 。 ただし 、 姫路市が正会員た る資

格を維持する旨の判断を し た場合においては 、 こ の限り でない 。  

２  本会は 、 会員が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する と認めた場合、 会員

資格を喪失させ、除名 と する こ と がで き る 。  

⑴  会員と し ての品格を損な う 行為があ る と 本会が認めた場合 

⑵  本規約その他の本会が定める規約若し く は本会 と の間で合意し た約定に違反し 、

又は本事業の公益性を著し く毀損する行為を し た場合 

⑶  本規約又は本規約以外におけ る本会 と の間の取 り決めに基づき本会に通知をす

べき事項について 、通知を怠 り 、 又は虚偽の通知を し た場合 

⑷  本会の事前の同意な く 、 本会の保有する著作権、商標権その他の知的財産権を

使用し た場合 

⑸  本会の事業活動を妨害する等によ り 、 事業活動に悪影響を及ぼし た場合 

⑹  法令又は公序良俗に違反し た場合 

⑺  反社会的勢力若し く は反社会的団体又はその関係者であ る と認め られた場合 

⑻  解散の決議 （法令によ る解散を含む 。） を し た場合 

⑼  その他 、 本会が会員と し て不適格と認める相当の事由が発生し た場合又は本会



 

 

が信用不安と判断する相当の事由が発生し た場合 

 

（ 会員の権限 ・責務等 ）  

第 ８条  すべての会員は 、 本会が第 ３ 条に定める活動を行 う にあた り相互に協力する 。  

２  前項に定めるほか 、 各会員が有する権限及び責務は以下の と お り と し 、当該権限

又は責務の実施に必要な費用は各自が負担する 。  

⑴  代表会員は 、 以下の権限を有する もの と する 。  

ア  本事業のデジ タルサービ スの構築内容にかか る最終決定 

イ  その他本会の目的を達成する ために必要な事項 

⑵  正会員及び特別会員は 、 以下の責務を負 う もの と する 。  

ア  本事業の実施にあた り 、正会員は姫路市 と締結し た本事業のデジ タルサービ

スの構築等に係る契約に従って本事業を推進する もの と する 。  

イ  本事業の実施にあた り 、特別会員は第 ５条第 １項に規定される入会の申込み

の趣旨に従って 、 本事業を支援する もの と する 。  

ウ  正会員及び特別会員は 、 本事業の実施 、 管理 、 推進等に関し て必要な情報を

本会に提供する 。  

第 ４章  役員等 

（役員等 ）  

第 ９条  本会は次の役員を置 く 。  

⑴  会長  １ 名 

⑵  副会長  １ 名 

２  会長は 、 姫路市デジ タル戦略本部長と し 、 本会を代表し 、 本会の活動を統括する 。  

３  副会長は 、 姫路市デジ タル戦略本部副本部長と し 、 会長を補佐し 、 会長に事故が

あ る と きは 、 会長の職務を代行する 。  

４  会長は 、 総会決議事項以外の事項について承認する こ と がで き る 。  



 

 

第 ５章  総会 

（ 構成 ）  

第 １ ０条  本会の総会は 、 会員全員で組織される もの と する 。  

 

（開催及び招集 ）  

第 １ １ 条  総会は 、 会長が招集する もの と し 、 １年に １回以上開催する 。  

２  開催場所その他総会の開催に必要な詳細事項は 、 会長が決定する もの と する 。  

３  総会は 、 会員の過半数の出席をもって成立する 。  

 

（議長 ）  

第 １ ２ 条  総会においては 、議長は会長と する 。  

 

 （公開） 

第１３条 総会は、原則として非公開とする。ただし、総会の承認を得た場合は、全

部又は一部を公開とすることができる。 

 

（決議 ）  

第 １ ４条  総会によ る決議事項は次の各号に定める事項と する 。  

⑴  第 ３ 条に定める活動に関する重要な事項 

⑵  対外的な情報開示に関する事項 

⑶  本規約の変更に関する事項 

⑷  本会の解散に関する事項 

⑸  その他本会の運営に関する重要な事項 

２  総会におけ る議決権は １ 会員につき １個と する 。  

３  総会の議事は 、 次条に規定する ものを除き 、出席会員の議決権の過半数の同意を

もって決し 、可否同数の と きは 、議長の決する と ころによ る 。  

 



 

 

（全員同意事項 ）  

第 １ ５条  次の各号に掲げる事項は 、 総会において会員全員の同意をもって決する 。  

⑴  本会の解散 

 

（書面審議等 ）  

第 １ ６条  会長は 、必要と認めた と きは 、書面又はオン ラ イ ンによ る方法によ って 、

総会報告事項及び総会決議事項の審議を行 う こ と がで き る 。  

第 ６章  事務局 

（ 事務局 ）  

第 １ ７条  本会の事務局は 、 姫路市デジ タル戦略室と する 。  

２  事務局長は 、 姫路市デジ タル戦略室長と する 。  

３  事務局は次に掲げる事務を行 う 。  

 ⑴  本会の運営に関する事務 

⑵  本会の総会その他会議体の企画 ・ 運営 

⑶  その他本会の維持管理に必要な事務 

第 ７章  雑則 

（秘密保持 ）  

第 １ ８条  各会員は 、 本会において知 り得た本事業又は他の会員に関する一切の秘密

事項 （ 以下 「秘密事項 」 と い う 。） を 、秘密事項の提供又は開示の当事者た る会員

（ 以下 「開示者 」 と い う 。） に無断で第三者に開示又は漏洩等し てはな ら ない 。 た

だし 、 次の各号に掲げる ものは 、秘密事項に含まれないもの と する 。  

⑴  知 り得た時に既に公知と なっていたもの 

⑵  知 り得た時に既に保有し ていたもの 

⑶  知 り得た時に開示者か ら秘密事項にあた ら ない旨の通知を受けたもの 



 

 

⑷  知 り得た後、 自ら の責に帰すべき事由によ る こ と な く公知と なったもの 

⑸  第三者か ら秘密保持義務を課さ れる こ と な く適法に入手し たもの 

２  前項の定めは 、 本会の退会後又は解散後も 、 なおその効力を有する もの と する 。  

３  各会員は 、開示者か ら受領し た秘密事項を 、退会時に開示者の指示に従って開示

者に返還又は破棄する もの と する 。  

 

 （開示制限 ）  

第 １ ９条  総会の議事内容 、 活動の経過及び結果その他本会で得た情報 （秘密事項を

含む 。 以下 「 本会内部情報 」 と い う 。） は 、原則 と し て開示制限の指定を受けてい

る もの とみなす 。  

２  本会内部情報を本会の外部へ開示又は発表し よ う と する場合は 、 次の各号に掲げ

る場合を除き 、 事前に総会の承認を得なければな ら ない 。  

 ⑴  各会員が 、法令に基づき本会内部情報を開示し なければな ら ない と き 。  

 ⑵  姫路市が 、 市民への説明責任を果たすために必要最小限と認める範囲内で本会

内部情報を開示する と き 。  

３  前項の規定にかかわ らず、 本会内部情報の うち秘密事項に該当する情報は 、原則

と し て開示者の承諾な く 本会の外部へ開示又は発表する こ と はで き ない 。 ただし 、

前項第 １ 号に該当する場合で 、開示し よ う と する本会内部情報に秘密事項が含まれ

ている と きは 、速やかに開示者に書面で通知し 、必要最小限の開示に留める よ う配

慮し た上で 、開示する こ と がで き る もの と する 。  

 

（知的財産権等の帰属 ）  

第 ２ ０条  会員が 、 本会の活動に関連し て 、資料、情報等を提供し た場合であっても 、

当該資料又は情報等にかか る知的財産権等 （著作権、特許権等 ） は当該会員に留保

され 、 本会又は他の会員に譲渡又は利用許諾される ものではない 。  

２  本会の活動に関連し て 、新たに知的財産権等が発生又は移転する場合については

別途協議し 、帰属について定める もの と する 。  



 

 

 

（ 管轄及び準拠法 ）  

第 ２ １ 条  本規約に関する準拠法は日本法と し 、 本規約について訴訟提起の必要が生

じた場合には 、神戸地方裁判所姫路支部を管轄裁判所と する 。  

 

（協議事項 ）  

第 ２ ２ 条  本規約の内容について疑義が生じた場合、 又は定めのない事項については 、

信義誠実の原則に従い協議の上、円滑に解決を図る もの と する 。  



 

 

附  則

本規約は、令和５年10月３日から施行する。


